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消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
消
費
者
契
約
法
の
読
替
え

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
業
務
の
範
囲
及
び
区
分
経
理
）

（
業
務
の
範
囲
及
び
区
分
経
理
）

第
二
十
九
条

適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
行
う
差
止
請
求
関
係
業
務
及
び
消
費
者
裁

第
二
十
九
条

適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
行
う
差
止
請
求
関
係
業
務
に
支
障
が
な
い

判
手
続
特
例
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
回
復
関
係
業
務
（
以
下
単
に

限
り
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
差
止
請
求
関
係
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う

「
被
害
回
復
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
に
支
障
が
な
い
限
り
、
定
款
の
定
め
る
と
こ

こ
と
が
で
き
る
。

ろ
に
よ
り
、
差
止
請
求
関
係
業
務
及
び
被
害
回
復
関
係
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
財
務
諸
表
等
の
作
成
、
備
置
き
、
閲
覧
等
及
び
提
出
等
）

（
財
務
諸
表
等
の
作
成
、
備
置
き
、
閲
覧
等
及
び
提
出
等
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

適
格
消
費
者
団
体
は
、
内
閣
府
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
、
そ
の

２

適
格
消
費
者
団
体
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
、
そ

差
止
請
求
関
係
業
務
、
被
害
回
復
関
係
業
務
そ
の
他
の
業
務
が
こ
の
法
律
及
び
消
費

の
差
止
請
求
関
係
業
務
そ
の
他
の
業
務
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
従
い
適
正
に
遂
行
さ

者
裁
判
手
続
特
例
法
の
規
定
に
従
い
適
正
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
そ
の
業
務
の
遂
行
の
状
況
の
調
査
に
必
要
な
学
識

、
そ
の
業
務
の
遂
行
の
状
況
の
調
査
に
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
が
行
う
調
査

経
験
を
有
す
る
者
が
行
う
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に

３

適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
書
類
を
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

差
止
請
求
関
係
業
務
及
び
被
害
回
復
関
係
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は

七

差
止
請
求
関
係
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び

、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

概
要
を
記
載
し
た
書
類
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八

（
略
）

八

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
報
告
及
び
立
入
検
査
）

（
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
三
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
又
は
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
の
実
施

第
三
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理

適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ

の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に

、
又
は
そ
の
職
員
に
、
適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若

立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若

し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ

し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


